
訪問看護重要事項説明書 

１ 訪問看護事業者の概要 

法人名称・法人種別 一般社団法人 天草郡市医師会 

代表者氏名 会長 東 一成 

所在地 
住所 〒863-0002 熊本県天草市本渡町本戸馬場１０７８番地 2 

電話 0969-22-2309 FAX 0969-24-1554 

設立年月日 1993 年 7 月 22 日 

２ 事業所の概要 

（１）事業所の所在地等 

事業所名称 一般社団法人 天草郡市医師会訪問看護センター 

管理者 滝﨑 美穂子 

所在地 
住所 〒863-0046 熊本県天草市亀場町食場 1181 番地 1 

電話 0969-22-0690 FAX 0969-22-2218 

サービスの種類 訪問看護事業 介護予防訪問看護事業 介護保険事業所番号 4360790028 

通常の事業の実施地域 

天草市・上天草市・苓北町 

＊但し、離島等特別地域で、近くに他の事業者がある場合は 

紹介させて頂く場合もあります。 

第三者評価の実施状況 無し 

（２）事業の目的と運営の方針 

事業の目的 

介護が必要なお年寄りや、疾病や負傷などにより在宅治療を受けておられる方々に

住み慣れた地域社会や家庭で療養が続けられるように、直接看護を行ったり、ご家

族の方に介護等についての支援を提供致します。 

運営の方針 

利用者の心身の特徴を踏まえて、全体的な日常生活動作の維持、回復を図るととも

に生活の質の確保を重視した在宅療養が継続できるように支援し主治医、関係市町

村、地域の保健・医療・福祉サービスと連携しながら総合的なサービスの提供に努

めます。 

（３）事業所の職員体制 

職種 人 員 備 考 

看護師 （常勤 3名）（非常勤 4 名） 管理業務を行うものを含む 

理学療法士 （非常勤 1 名） 天草地域医療センターと兼務の為午後のみ 

事務担当職員 （常勤１名）  

（４）サービス提供時間 

サービス種類 平日 土・日・祝日 

訪問看護 午前８時３０分～午後５時３０分 
基本お休みですが、病状やその他、 

必要時応じて訪問致します。 
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＊２４時間体制ご利用の方は何時でも電話対応、緊急訪問致します。 

＊年末年始の訪問は要相談となります。 

３ サービス内容 

当事業所では、個々の状況に応じた療養上の世話・診療の補助等の援助を行うことで、生活の質を

確保し、健康管理及び日常生活活動の維持・回復を図るとともに、在宅医療を推進し、快適な在宅

療養が出来るように努めます。具体的には以下の通りです。 

・病状の観察 

・清拭、入浴などの保清 

・リハビリテーション看護 

・床ずれの予防や手当て 

・医療器具・機器を装着されている方の管理及び指導 

（人工呼吸器、在宅酸素、胃瘻、留置カテーテル等） 

・介護、福祉制度の相談、療養上の相談及び指導 

・ターミナルケア 

・エンゼルケア 

４ 費用 

（１）介護保険（料金表別表） 

（２）医療保険（料金表別表） 

（３）その他の費用 

① 交通費・・事業実施地域にお住まいの方は無料です。それ以外にお住まいの方は、実

施地域を超えた時点から、１km 当たり１０円とし、タクシー利用の場合は実費とな

ります。 

② 衛生材料費・・利用者様の使用する衛生材料はご家庭でご用意ください。当事業所で

準備する場合は、実費負担となります。 

③ 利用者様のサービス実施に必要な自宅での水道、ガス、電気、電話などの費用は利用

者様負担となります。また、タオル、洗面器類もご家庭のものを使用させていただき

ます。 

＊料金の支払いについては翌月上旬に現金払いでお願いいたします。その際、領収書をお渡

しします。 

５ キャンセル料 

いただいておりませんが、訪問のキャンセルはなるべく早めにご連絡をお願いいたします。 

 

６ 緊急時の対応 

サービス提供にあたり、事故、体調の変化、病状の急変などが生じた場合は、ご家族、主治医、

救急医療機関、居宅介護支援事業所等に連絡いたします。 
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７ 事故発生時の対応 

ご利用者様に対する事故が発生した場合は、速やかにご家族、担当の介護支援専門員、市町村など

へ連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。 

サービス提供にあたって事業者側の不備やミスが原因で利用者の生命・身体・財産に損害を与えた

場合賠償致します。被害者側との間に損害賠償問題が発生した場合の補償として下記保険に加入し

ております。 

保険会社名 一般社団法人 全国訪問看護事業協会 

保険名 訪問看護事業者賠償責任保険 

保障の概要 身体障害・財物損壊・人格権侵害・管理受託物・初期対応費用・被害者治療費用など 

 

８ 苦情相談窓口 

サービス提供に関する苦情や相談は下記窓口へ申し立てる事が出来ます。 

苦情処理に関しては、円滑、迅速に対応致します。苦情の内容により、利用者様への謝罪が必要と

判断した場合は、速やかに対応します。苦情相談の結果については、必ず台帳に記録､保管し、再

発防止に努めます。 

 

事業所の窓口 

窓口責任者 滝崎 美穂子 

電話番号 ０９６９-２２-０６９０ 

受付時間 月曜日～金曜日 午前 8時３０分～１７時３０分 

熊本県国民健康保険団体

連合会 介護保険課内 

所在地 〒８６２-８６３９ 熊本市東区健軍２丁目４番１０号 

電話番号 ０９６-２１４-１１０１ 

FAX 番号 ０９６-３６５-４１８８ 

受付時間 月曜日～金曜日 午前９時から午後５時まで。 

天草市役所 

高齢者支援課 

介護苦情窓口 

所在地 〒８６３-００１４ 天草市東浜町８-１ 

電話番号 ０９６９-２４-８８０６（直通） 

FAX 番号 ０９６９-２７-０１５５ 

受付時間 月曜日～金曜日 午前８時３０分～１７時１５分 

 

９ 秘密の保持と個人情報の保護について 

本事業所の職員は、当該事業を行う上で知り得たご利用者及びその家族に関する秘密を正当な理由

なく、第三者に漏らしません。この秘密を保持する義務は、契約が終了した後も継続します。 

 

１０ 虐待の防止について  

当事業所は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、次に掲げる通り必要な措置を 

講じます。 

1）虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、職員に周知徹底を図ります。 

2）苦情解決体制等の指針を整備しています。 



3 

 

3）職員に対する虐待防止を啓発・普及するための研修を定期的に実施しています。 

4）虐待防止に関する担当者を選定しています。担当者：滝﨑美穂子 

5）サービス提供中に、当該事業者職員または養護者（利用者の家族等高齢者を現に養護する者）

による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報します。 
 

１１ 感染症対策、衛生管理等について 

１）看護職員の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行います。  

２）指定介護予防訪問看護事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めます。  

３）ステーションにおいて感染症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を 

講じます。 

 

①ステーションにおける感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会をお

おむね６ケ月に１回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底をしています。 

②当事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針、マニュアルを整備しています。 

③従業者に対し、感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練を定期的に実施します。 

 

１２ 業務継続計画の策定等について  

１）感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定介護予防訪問看護の提供を 継続

的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（業務 継続計画）を

策定し、当該業務継続計画に従って必要な措置を講じます。  

２）従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実

施します。 

３）定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行います。 

 

１３ ハラスメント対策について 

サービス利用契約中に、ご利用者、ご家族が暴力、ハラスメント行為を行った場合はサービスを

中止し、状況の改善や理解が得られない場合は、契約を解除する場合があります。（・叩く・蹴

る・暴言で威嚇する・怒鳴る・身体を押さえつける・性的な発言をする・叫ぶあるいは大声を 

出す） 

 

１４ 看護職員の禁止行為について 

看護職員はサービスの提供に当たって、次の行為は行いません。 

１）利用者又は家族の金銭、預貯金通帳、証書、書類などの預かり 

２）利用者又は家族からの金銭、物品、飲食の授受 

３）利用者の同居家族に対するサービス提供 

４）利用者の居宅での飲酒、喫煙、飲食 
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５）身体拘束その他利用者の行動を制限する行為（利用者又は第三者等の生命や身体を保護する

ため緊急やむを得ない場合を除く） 

６）その他利用者又は家族等に対して行なう宗教活動、政治活動、営利活動、その他迷惑行為 

 

１５ その他 サービスご利用にあたり注意していただくこと  

１）訪問看護の利用をキャンセルされる場合は、できるだけ前日までにご連絡ください。 

２）職員へのお心付けは無用です。 

３）自動車で訪問しますので駐車スペースの確保をお願いします。 

４）緊急対応を優先させる場合など、訪問時間の変更をお願いすることがあります。また、交通

事情等で約束の時間に若干遅れたり、早くなったりすることがありますのでご了承ください。 

５）職員に対して暴言や暴力、嫌がらせ、誹謗中傷などの迷惑行為やセクシャルハラスメント 

パワーハラスメント等のハラスメント行為はおやめください。 

６）職員が訪問中の喫煙はご遠慮下さい。 

７）ペットは訪問中にはゲージに入れる、リードにつなぐなどの配慮をお願いします。 

８）見守りカメラを設置されたり、スタッフの写真を撮影したりする場合は職員本人の同意を得

てください。 

９）感染予防のため、手洗い等を実施しています。訪問看護前後の手洗い場の提供にご協力を 

お願いします。 

１０）臨地実習施設として、学生の在宅療養中の患者さんに看護援助の実習をさせて頂いており

ます。是非看護教育の必要性をご理解の上、ご協力をお願い致します。 

１１）理学療法士等が提供をしている訪問看護は、その訪問が看護業務の一環としてのリハビリ

テーションを中心としたものである場合に看護職員の代わりに訪問をさせて頂くものです。従っ

て主治医への計画書及び報告書の内容について看護師と理学療法士等が連携して作成し、定期的

な看護職員による訪問により利用者の状態の適切な評価をいたします。ご理解の程、 

よろしくお願いします。 

 

１６ 訪問看護医療情報連携加算について 

 他の医療機関等の関係職種が ICT を用いて記録した利用者様に係る診療情報等を活用した上で

訪問看護の実施に関する計画的な管理を行っております。 
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24 時間対応体制加算・緊急時訪問看護加算 

利用者様またはその家族様等から電話等により看護に関する意見を求められた際に、常時対応

できる体制をとっていて、かつ緊急時に訪問看護を必要に応じて行う体制にある場合に、利用

者様の同意を得たうえで算定させていただきます。 

 

在宅療養をされている利用者の方や介護者の皆様に 

安心して療養をしていただくために、24時間連絡対応体制を 

整備しております。必要時は下記へお電話ください。 

① 訪問看護センター事業所番号 

22-0690 

夜間、土日祝日は携帯待機になります。 

携帯電話に転送になりますので長めにコールを鳴らしてください。 

② 携帯電話番号（直通） 

080-2796-3513 
 

  

             〒863-0046 

熊本県天草市亀場町食場 1181-1 

（一社）天草郡市医師会訪問看護センター 
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個人情報使用同意書 

私（利用者及びその家族）の個人情報については、次に記載知るところにより必要最低限の範囲内で使用することに同意します。 

 

個人情報保護法取り扱いについて 

当事業所では、個人情報保護法の適切な取り扱いのため、ご利用者様へ情報の利用目的を 

お知らせしています。 

【事業所内部での利用事例】 

１ 利用者様等に提供する居宅介護支援サービス計画作成について（課題分析、居宅サービス計画、評価） 

に利用します。 

２ 介護報酬請求事務に利用します。 

３ 利用者様にかかる管理運営業務に利用します。 

① 利用者管理（更新申請等） 

② 会計・経理 

③ 事故等の報告 

④ 利用者の介護サービス計画の向上 

⑤ 学生実習への協力 

【他の事業者等への情報提供を伴う事例】 

① 居宅サービス計画に位置付けた居宅サービス事業所（短期入所施設、通所施設、訪問関係事業所、 

介護機器事業所等）との連携 

② 他の保険医療機関等の関係職種と ICT を用いて記録した利用者様に係る診療情報等を共有し連携を 

計ります 

③ サービス担当者会議での情報の共有のため 

④ 居宅サービス計画作成の為、外部の医師等の意見・助言を求める場合 

⑤ 担当者への照会依頼等の場合 

⑥ 家族等への心身の状況説明 

⑦ 審査支払機関へのレセプトの提出 

⑧ 審査支払機関又は保険者からの照会への回答 

⑨ 損害賠償保険等に係る保険会社等への相談又は届出等 

【その他の利用】 

① 医療・介護サービスや業務の維持・改善のための基礎資料 

② 外部監査機関への情報提供 

 

〇これらのお申し出は、後からいつでも撤回、変更等をすることができます。 

〇以上、個人情報の取り扱いには細心の注意を払っています。何かお気づきの点、ご質問につきましては、相 

談員まで申し出下さい。  
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医療保険利用時の訪問看護料金表 

        （令和 8年６月１日現在） 

 

訪問看護基本療養費（Ⅰ）  

 １割負担 ２割負担 ３割負担 

週３回まで ５,５５０円 ５５５円 １,１１０円 １,６６５円 

週４回目以降 ６,５５０円 ６５５円 １,３１０円 １,９６５円 

訪問看護基本療養費（Ⅲ） 

＊在宅療養に備えて一時的に外出している方に対して、訪問看護指示書及び訪問看護計画書に基づき入院

中に１回（厚生労働大臣に定める疾病等は２回）に限り算定されます。 

 １割負担 ２割負担 ３割負担 

１回 ８,５００円 ８５０円 １,７００円 ２,５５０円 

訪問看護管理療養費 

 １割負担 ２割負担 ３割負担 

月の初日 ７,６７０円 ７６７円 １,５３４円 ２,３０１円 

月の２回目以降 ３,０００円 ３００円 ６００円 ９００円 

２４時間対応体制加算 

＊利用者又はその家族等から電話等により看護に関する意見を求められた場合に常時対応できる体制にあ

る場合であって、緊急時訪問看護を必要に応じて行う体制にあるもの。当該体制について説明し、同意を得

た場合に算定されます。利用者に対し、当該事業所の名称、所在地、電話番号、時間外及び緊急時の連絡先

を記載した文書を交付します。 

 １割負担 ２割負担 ３割負担 

月に１回限り ６,８００円 ６８０円 １,３６０円 ２,０４０円 

夜間・早朝、深夜加算 

 １割負担 ２割負担 ３割負担 

夜間（１８時～２２時） 

早朝（６時～８時） 
２,１００円 ２１０円 ４２０円 ６３０円 

深夜（２２時～翌６時） ４,２００円 ４２０円 ８４０円 １,２６０円 

難病等複数回訪問看護加算 

＊難病などの利用者に対して、１日に複数回の訪問看護を行う場合加算されます。 

 １割負担 ２割負担 ３割負担 

１日２回まで ４,５００円 ４５０円 ９００円 １,３５０円 

１日３回以上 ８,０００円 ８００円 １,６００円 ２,４００円 
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乳幼児加算 

 ２割負担 

６歳未満の 

乳幼児 

・厚生労働大臣が定める者に該当する場合。 １,８００円／日 ３６０円 

・それ以外 １,４００円／日 ２８０円 
 

複数名訪問看護加算 

＊利用者やその家族の同意を得て看護師等が複数名で訪問します。対象は、末期の悪性腫瘍など厚生労働大

臣が定める疾患・特別訪問看護指示書中・特別な管理を必要とする利用者。又、暴力行為や著しい迷惑行為

が認められる利用者となります。 

 １割負担 ２割負担 ３割負担 

看護師２名で訪問 ４,５００円 ４５０円 ９００円 １，３５０円 

緊急訪問看護加算 

＊利用者やその家族の求めに応じて、在宅支援診療所また在宅支援病院の指示により緊急訪問看護を行っ

た場合に算定されます。 

 １割負担 ２割負担 ３割負担 

１日につき１回限り 
２,６５０円（１４日まで） ２６５円 ５３０円 ７９５円 

２,０００円（１５日目以降） ２００円 ４００円 ６００円 

長時間訪問看護加算 

＊対象者  ・１５歳未満の超重症児・準重症児又は特別な条件に当てはまる利用者（週３回限り） 

      ・特別訪問看護指示書の期間にある対象者（週１回限り） 

      ・特別管理加算の対象者（週１回限り） 

＊９０分を超える場合に算定されます。 

 １割負担 ２割負担 ３割負担 

１日につき１回限り ５,２００円 ５２０円 １,０４０円 １,５６０円 

特別管理加算 

＊特別な管理を必要とする利用者に対し、訪問看護事業所が、訪問看護の実施に関する計画的な管理を行っ

た場合に加算されます。 

 １割負担 ２割負担 ３割負担 

重症度が高い場合 

（人工呼吸器装着、胃瘻造設等） 
５,０００円 ５００円 １,０００円 １,５００円 

それ以外 

（在宅酸素療法、ストーマ造設等） 
２,５００円 ２５０円 ５００円 ７５０円 

特別管理指導加算 

＊特別管理加算の該当者に対して退院時共同指導加算に加え算定されます。 

 １割負担 ２割負担 ３割負担 

月に１回限り ２,０００円 ２００円 ４００円 ６００円 
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退院時共同指導加算 

＊入院先（介護老人保健施設入所も含む）の医師や看護師と協同で、退院後の在宅療養についての指導を 

行った場合算定されます。 

 １割負担 ２割負担 ３割負担 

１回につき ８,０００円 ８００円 １,６００円 ２,４００円 

看護・介護職員連携強化加算 

＊喀痰吸引等の業務を行う介護職員等の支援を行った場合に算定されます。 

 １割負担 ２割負担 ３割負担 

月に１回限り ２,５００円 ２５０円 ５００円 ７５０円 

訪問看護ターミナル療養費 

＊主治医との連携の元、訪問看護師が終末期の看護の提供を行った場合に算定されます。 

 １割負担 ２割負担 ３割負担 

１回限り ２５,０００円 ２,５００円 ５,０００円 ７,５００円 

訪問看護医療情報連携加算 

＊他の医療機関等の関係職種が ICT を用いて記録した利用者に係る診療情報等を活用した上で、指定訪問

看護の実施に関する計画的な管理を行った場合算定されます。 

 1 割負担 2 割負担 3 割負担 

月に１回限り １，０００円 １００円 ２００円 ３００円 

訪問看護物価対応料 

 1 割負担 2 割負担 3 割負担 

月の初日 ６０円 ６円 12円 18円 

月の２日目以降 ２０円 ２円 ４円 ６円 

特別地域訪問看護加算 

＊厚生労働大臣の定める特別地域に居住する場合に算定されます。 

1 月につき 基本療養費の５０％ 

訪問看護ベースアップ評価料 

＊厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た場合に 

算定されます 

 １割負担 2 割負担 3 割負担 

月に１回限り １，０５０円 １０５円 ２１０円 ３１５円 

＊上記の基本利用料は、厚生労働大臣が定めた金額であり、これが改定された場合は、これら基本

利用料も自動的に改訂されます。 

＊エンゼルケアは保険外別途５,０００円となります。 

＊訪問看護開始時に医療保険証を確認させていただきます。限度額適用認定証をお持ちの場合は合

わせてご提示ください。マイナンバーカードを医療保険証と紐づけされている方はマイナンバーカ

ードの提示をお願い致します。 

＊その他、公費負担医療証をお持ちの方はご提示ください。 
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介護保険利用時の訪問看護料金表 

            （令和 8年 6 月１日現在） 

利 用 時 間 
自己負担１割 

（予防１割） 

自己負担２割 

（予防２割） 

自己負担３割 

（予防３割） 

２０分未満 
３１４単位 

（３０３単位） 

６２８単位 

（６０６単位） 

９４２単位 

（９０９単位） 

２０分以上～３０分未満 
４７１単位 

（４５１単位） 

９４２単位 

（９０２単位） 

１,４１３単位 

（１,３５３単位） 

３０分以上～６０分未満 
８２３単位 

（７９４単位） 

１,６４６単位 

（１,５８８単位） 

２,４６９単位 

（２,３８２単位） 

６０分以上～９０分未満 
１,１２８単位 

（１,０９０単位） 

２,２５６単位 

（２,１８０単位） 

３,３８４単位 

（３,２７０単位） 

理学・作業療法士（１回２０分以

上） 

２９４単位 

（２８４単位） 

５８８単位 

（１,１７６単位） 

８８２単位 

（８５２単位） 

                                       （１単位＝１円） 

加 算 

加算名 
１割 

（予防１割） 

２割 

（予防２割） 

３割 

（予防３割） 
加算要件 

□緊急時訪問

看護加算

（Ⅰ） 

600 単位 １,２００単位 １,800 単位 

利用者またはその家族から連絡があった場

合常時対応が出来る体制であること、また、

緊急時訪問を必要時行う体制にあること。

（同意書が必要） 

□特別管理 

加算Ⅰ 
500 単位 １,０００単位 １,５００単位 

２４時間常時連絡ができる体制にあること。

当該加算に対応可能な職員の体制、勤務体制

を整備している事。医療機関等と密接な連携

体制を整備している事。（人工呼吸器や胃瘻

造設など） 

□特別管理 

加算Ⅱ 
250 単位 500 単位 750 単位 （在宅酸素やストーマ造設の場合など） 

□サービス 

提供体制 

強化加算Ⅰ 

6 単位 12 単位 18 単位 

すべての職員に対し研修計画の作成、実施を

行っている事。職員の健康診断を定期的に行

っている事。勤務年数７年以上の職員が３

０％以上在籍している事。訪問毎に加算。 

□ターミナル

ケア加算 
２,５００単位 ５,０００単位 ７,５００単位 

２４時間常時連絡が出来る体制を整備し、必

要に応じ訪問看護を行う事ができる体制を

とっている事。 
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死亡日及び死亡日前１４日以内に２日以上

訪問看護を実施し、ターミナルケアを実施し

た場合。 

□退院時共同

指導加算 
600 単位 1,200 単位 1,800 単位 

退院時に主治医その他の従事者が共同で療

養上の指導を行った場合（退院時カンファレ

ンス） 

□初回加算

（Ⅰ） 
350 単位 700 単位 1,050 単位 

新たに訪問看護が開始になった時。過去２ケ

月利用がなく再度開始となった場合。退院し

た日に訪問した場合。 

退院時共同指導加算を算定する場合は算定

できない。 

□初回加算

（Ⅱ） 
300 単位 600 単位 900 単位 退院翌日以降に訪問した場合。 

□早朝・夜

間、深夜加

算 

+25/100 単位 

（早朝・夜間） 
+50/100 単位 +100/100 単位 

計画的な訪問看護の場合は加算。緊急時訪問

看護加算を算定している利用者は１月の２

回目以降の訪問がこの時間帯の場合は算定

できる。 

夜間：午後６時～午後１０時  

早朝：午前６時～午前８時 

深夜：午後１０時～午前６時 

+50/100 単位 

（深夜） 
+100/100 単位 +150/100 単位 

□複数名訪問

看護加算

（Ⅰ） 

３０分未満 

254 単位 
508 単位 762 単位 

利用者の状況から判断して、１人の看護師等

による訪問看護が困難と認められる場合。 

３０分以上 

402 単位 
804 単位 1,206 単位 

□長時間訪問

看護加算 
300 単位 600 単位 900 単位 

特別管理加算対象者や通算１時間３０分以

上となる場合。 

□看護・介護 

職員連携 

強化加算 

250 単位 500 単位 750 単位 

訪問看護師が喀痰吸引等の業務の登録特定

行為事業者の登録した訪問介護員が利用者

に対し、医師の指示の下に行われる行為を円

滑に行うための支援を行った場合。 

□介護職員等処遇改善加算 所定単位数の 1.8％ 

 

＊エンゼルケアについては保険外別途 5,000 円となります。 

＊上記の基本利用料は、厚生労働大臣が定める金額であり、これが改定された場合は、これら基本利用料も

自動的に改訂されます。 

＊介護保険証のご提示をお願いします。その他、公費負担医療証をお持ちの方は合わせてご提示下さい。 
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指定訪問看護の提供開始にあたり、ご利用者に対して説明致しました。  

訪問看護サービスの提供の開始に際し、協議の上、記名押印をもって本契約を締結いたします。

なお、本書は２通作成し、利用者、事業者が各 1 通を保管するものとします。 

 

令和  年  月  日 

             事業者   所在地 熊本県天草市亀場町食場１１８１番地１ 

             名称    一般社団法人天草郡市医師会訪問看護センター 

             説明者   所属 訪問看護 

 

                  氏名                印 
 

私は、本書面により、本事業者から訪問看護利用に際し以下の説明を受け、その内容 

及び本契約内容に同意し、サービスの利用を申し込みます。 

 

□ 運営規定 □ サービス計画書 □ 重要事項説明書 □ 個人情報使用同意書  

□ 24 時間対応体制加算・緊急時訪問看護加算 

（ 同意する ・ 同意しない ） 
 

 

 

 利用者    住所              

 

                     氏名            印    

 

              家族（代理人）住所              

 

        ＊利用者が記入出来ない場合 氏名            印 

（緊急連絡先） 

①氏名              

                            電話              

②氏名              

                      電話              

                                


